
薬 事 法 施 行 規 則 第 二 百 三 条 第 三 項 の 規 定 に 基 づ き 検 定 を 要 し な い も の と し て 厚 生 労 働 大 臣 が 指 定 す る 医 薬 品 等 及 び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 場 合 の 一 部 を 改 正 す る 件

の 新 旧 対 照 表

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

○ 薬 事 法 施 行 規 則 第 二 百 三 条 第 三 項 の 規 定 に 基 づ き 検 定 を 要 し な い も の と し て 厚 生 労 働 大 臣 が 指 定 す る 医 薬 品 等 及 び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 場 合 （ 平 成 二 十 年 厚 生

労 働 省 告 示 第 三 百 七 十 四 号 ）

改 正 案 現 行

医 薬 品 又 は 医 療 機 場 合 医 薬 品 又 は 医 療 機 場 合

器 器

細 胞 培 養 イ ン フ ル 感 染 症 の 予 防 及 び 感 染 症 の 患 者 に 対 す る 医 療 に 関 細 胞 培 養 イ ン フ ル 感 染 症 の 予 防 及 び 感 染 症 の 患 者 に 対 す る 医 療 に 関

エ ン ザ ワ ク チ ン す る 法 律 ( 平 成 十 年 法 律 第 百 十 四 号 ) 第 六 条 第 七 項 エ ン ザ ワ ク チ ン す る 法 律 ( 平 成 十 年 法 律 第 百 十 四 号 ) 第 六 条 第 七 項

( Ｈ ５ Ｎ １ 株 ) 沈 に 規 定 す る 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 感 染 症 の 発 生 が ( Ｈ ５ Ｎ １ 株 ) 及 び に 規 定 す る 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 感 染 症 の 発 生 が、

降 イ ン フ ル エ ン ザ 確 認 さ れ 直 ち に ワ ク チ ン の 製 造 を 行 う 必 要 が 沈 降 イ ン フ ル エ ン 確 認 さ れ 直 ち に ワ ク チ ン の 製 造 を 行 う 必 要 が、 、 、 、

ワ ク チ ン ( Ｈ ５ Ｎ 生 じ た 場 合 ザ ワ ク チ ン ( Ｈ ５ 生 じ た 場 合

１ 株 ) 沈 降 細 胞 Ｎ １ 株 )、

培 養 イ ン フ ル エ ン

ザ ワ ク チ ン （ Ｈ ５

Ｎ １ 株 ） 及 び 乳 濁

細 胞 培 養 イ ン フ ル

エ ン ザ Ｈ Ａ ワ ク チ

ン （ Ｈ ５ Ｎ １ 株 ）


